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この度の「新型コロナウィルス感染症」に罹患された皆様はじめご家族、関係者の皆様に謹んでお見

舞い申し上げます。 

また、医療関係者及び対策作業関係者の皆様に感謝申し上げます。 

 

無線機器（通話用）無償貸し出しのご案内 

 

 当社は、木更津市内に本社を置き、業務用無線機の販売・保守を中心に事業を行っております。 

当社は、約３7 年間にわたり木更津で事業を行っており、この地元で少しでも皆様のお役に立てれ

ばと思い、各種協会、ボランティア団体のイベント等に無線機の無償貸し出しを行ってまいりました。 

 

 当社では、無償貸出用機材を用意し、いつでも地元に貢献できるようよう準備をしておりますので、

ぜひご利用いただければと思いご案内致しました。 

 また、地域のボランティアの皆様等に対して、当社の行っている地元への貢献活動をご紹介してい

だだければ幸いです。 

 

記 

 

１ 無償貸出機材 

  ・ デジタル業務用簡易無線装置（登録局） 

  ・ デジタル・アナログ地域振興無線装置（かづさ地域振興無線局） 

 

２ 主な無償貸出実績 

   ・ キャンプ（子ども会連合会、他）生涯学習課様 

・  元旦マラソン スポーツ振興課様 

・  音楽会 教育委員会様 

・  木更津港まつり  

  

３ その他 お願い 

・ 無償貸出の申し込みは、できるだけ早めにお願いします。 

・  貸出機種の選定には、台数・通話エリア等含め、ご相談させて頂きます。 

・ 無償貸出分の数量を超えた分につきましては、費用のお見積もりをご相談させて頂きます。 

・ 時期により、予約済又は貸出中の為、無償機材をご用意できない場合がございます。 

・ 長期にわたる貸し出しの場合は、ご相談させて頂きます。 

・  貸出に際し電波法の手続きを伴う場合が御座います。必要によりご説明いたします。 

 

問い合わせ（申し込み） 

          株式会社 エ コ ス    木更津市文京５－５－１ 
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                 （ファックス）０４３８－２２－３６３５ 
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☆㈱エコスの地域貢献について 

 

貸出目的 

当社は、この地元地域において、何かお役に立てること（ボランティア）はないかと考え、

当社の商材である無線機器を有用にご利用していただき、イベントの連絡・進行をお手伝い

することができればと機材を提供するものです。  

 

また過去の災害から、無線機を使うことに戸惑わない様に慣れて頂き、もしもの時に誰でも

無線機を使うことが出来れば、初動時期に復旧・支援活動が円滑に行えるのではないか、  

それは結果的に地元の皆様のお役に立てると考えております。 

 

１ 無償貸出機材等について 

 

（１） デジタル業務用簡易無線装置（登録局）  ※1 

     ＜携帯型、車載型、固定型、オプション＞ ご利用個人の無線資格は不必要です。 

      通信範囲は、ロケーションにもよりますが、市街地では概ね 1kｍ程度となります。 

               木更津駅西口一円程度が通話範囲程度です。 

            少年自然の家キャンプ場でも使用できます。 

      新しい機材で、デジタル電波の為に秘話を設定いたします。 

 

（２） 地域振興無線装置（かづさ地域振興無線局）デジタル ※2 

     ＜携帯型、車載型、固定型、オプション＞ ご利用個人の無線資格は不必要です。 

      鹿野山の地域振興無線中継局を利用して、通信を行うことにより広域利用ができます。 

      この鹿野山の地域振興無線中継局は、㈱エコスが開設し、「かづさ地域振興協会」（任意

団体）が免許人となっており、㈱エコスがその事務局として運営しています。 

      通信範囲は、ロケーションにもよりますが、概ね４市全域となります。 

       

２ その他 

（１）機材の選定については、小型のものからオプションまでご相談を承ります。 

（２）無線局免許については、それぞれ必要な手続きも御座います。 

   ※1 総務省総合通信局に㈱エコスとして登録済で、ご利用頂く際の手続きは㈱エコス負担で

届出を行います。「無線局の運用の特例に係る届出書」いわゆるレンタル届。 

   ※2 総務省総合通信局より「かづさ地域振興協会」として免許済で、ご利用頂く際の手続き

は㈱エコス負担で「かづさ地域振興協会」に臨時加盟して頂きます。 

 

❀ 「かづさ地域振興協会」の名称について 

ご存じの様に、当地方は一般的に「かずさ(上総)地域、又は古い言い方の上総国」であります 

これは諸説ありますが、wiki等でご確認頂くと、歴史的には「かづさ」が正しいが・・・ 

とあります 

これは結果的ではありますが、命名の本来は無線中継サービスエリアを木更津・君津・富津を  

中心として、かずさ地域の内房側に有る街。 

「津」を強調したかったため、現代読みの「かずさ」ではなく「かづさ」としました。 

  また、「かづさ地域振興無線局」は平成 12 年に総務省関東総合通信局様より免許を受け開設し、

地元の企業様に御利用頂いております。 

  ※平成２９年４月１３日付で、デジタル地域振興無線局を関東総合通信局様より免許を頂きました。 

  この無線局は関東管内では初のデジタル地域振興無線局となりました。 

以上 

 



お問い合わせはこちら

株式会社エコス

〒292-0804 千葉県木更津市文京5-5-1
TEL 0438-23-1148 FAX 0438-22-3635

E-MAIL ecos@olive.ocn.ne.jp


